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(57)【要約】
【課題】照明器具の長期間使用時の劣化を容易に検出可
能にする。
【解決手段】ＬＥＤ照明端末２００Ａ～２００Ｄに直流
電力を供給する直流系機器ユニット１１０は、電流検出
部１２によって直流電力の供給開始直後に流れる突入電
流を検出し、制御回路部１４によって、突入電流の初期
値と現在の計測値との差が所定の基準値を下回ったとき
にＬＥＤ照明端末が劣化したと判断する。また、情報系
機器ユニット１６および通信部１７により、ネットワー
ク通信路１９０を経由して照明端末の劣化状況、異常情
報等の各情報を送信し、外部のシステム管理者、使用者
等に知らせる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具を含む電気機器に電力を供給する配電システムであって、
　電力源から供給される直流電力を前記照明器具に供給する直流電力配電部を有し、
　前記直流電力配電部は、前記照明器具の劣化状況を検出する劣化状況検出部を備える、
配電システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の配電システムであって、
　前記劣化状況検出部は、前記照明器具に対して供給する直流電力の供給開始直後に流れ
る突入電流の値に基づき、前記照明器具の劣化状況を検出する、配電システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の配電システムであって、
　前記劣化状況検出部は、前記突入電流の初期値と現在の計測値との差が所定の基準値を
下回ったときに前記照明器具が劣化したと判断する、配電システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の配電システムであって、
　前記劣化状況検出部は、前記照明器具に対して異常値の電力が供給された場合、前記照
明器具への電力供給が所定時間内にオフ／オンされた場合、前記照明器具への電力供給が
停止して所定時間以内に再度電力供給が開始された場合、のいずれかに該当するときの突
入電流の計測値を除外する、配電システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の配電システムであって、
　前記直流電力配電部は、前記照明器具の劣化状況を検出する際に、検出対象の照明器具
のみに直流電力を供給し、他の電気機器に対する直流電力の供給を停止する、配電システ
ム。
【請求項６】
　請求項１に記載の配電システムであって、
　前記直流電力配電部は、前記照明器具の動作を制御する制御信号を前記照明器具に送信
する情報送信部を備える、配電システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の配電システムであって、
　前記情報送信部は、前記照明器具の劣化状況を含む電力供給系統の情報を通信路を介し
て外部に送信する、配電システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具に対して電力を供給する配電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代の住宅には、照明器具をはじめとして、多くの住宅用電気機器が使用されている。
これらの住宅用電気機器は、永久的に使用できるものではないため、いずれ寿命が到来す
る。このため、電気機器の寿命に関する情報を得ようとする試みが、各種なされている（
例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　特許文献１は、電気機器の通電時間積算を行う例であり、通電有無情報受信手段によっ
て、一定間隔で通電有情報が受信される毎に、通電時間積算値に一定値を加算する構成を
有している。このように、機器に対する通電時間を積算することによって、電気機器の寿
命に関する情報を得ようとするものである。
【０００４】
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　特許文献２は、照明器具において照度センサを用いる例であり、照明器具にランプの明
るさを検出する光強度検知素子を組み込み、使用初期の明るさと比較することにより、電
気機器の寿命に関する情報を得ようとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１３５２２８号公報
【特許文献２】特開２００２－２６０８８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の従来例は、電気機器の寿命に関する情報を通電時間の積算によって得るも
のである。しかし、電気機器の寿命の主な要因として、使用時間も重要であるが、周囲温
度、湿度、電源電圧の変動、電源波形歪、点滅頻度等の使用条件によっても、機器の寿命
が左右される。このため、電気機器の寿命に関する情報としては、通電時間の積算のみで
は、精度に問題がある。
【０００７】
　特許文献２の従来例は、電気機器の寿命に関する情報を照明器具内に光強度検知素子を
組み込んで明るさ検出することによって得るものである。しかし、光強度検知素子は、昼
夜の明暗、温度変動、太陽光、汚損等の要因によって誤検出が生じることがある。仮に、
上記の誤検出する外部要因の影響を無くすような構成を実現したとしても、照明器具の形
状が大きくなり、かつコスト高になるという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、照明器具の長期間使用時の
劣化を容易に検出し、確実に照明器具の点検、交換等の対応を可能にする配電システムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の配電システムは、照明器具を含む電気機器に電力を供給する配電システムであ
って、電力源から供給される直流電力を前記照明器具に供給する直流電力配電部を有し、
前記直流電力配電部は、前記照明器具の劣化状況を検出する劣化状況検出部を備えるもの
である。
【００１０】
　また、上記の配電システムであって、前記劣化状況検出部は、前記照明器具に対して供
給する直流電力の供給開始直後に流れる突入電流の値に基づき、前記照明器具の劣化状況
を検出するものを含む。
【００１１】
　また、上記の配電システムであって、前記劣化状況検出部は、前記突入電流の初期値と
現在の計測値との差が所定の基準値を下回ったときに前記照明器具が劣化したと判断する
ものを含む。
【００１２】
　また、上記の配電システムであって、前記劣化状況検出部は、前記照明器具に対して異
常値の電力が供給された場合、前記照明器具への電力供給が所定時間内にオフ／オンされ
た場合、前記照明器具への電力供給が停止して所定時間以内に再度電力供給が開始された
場合、のいずれかに該当するときの突入電流の計測値を除外するものを含む。
【００１３】
　また、上記の配電システムであって、前記直流電力配電部は、前記照明器具の劣化状況
を検出する際に、検出対象の照明器具のみに直流電力を供給し、他の電気機器に対する直
流電力の供給を停止するものを含む。
【００１４】
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　また、上記の配電システムであって、前記直流電力配電部は、前記照明器具の動作を制
御する制御信号を前記照明器具に送信する情報送信部を備えるものを含む。
【００１５】
　また、上記の配電システムであって、前記情報送信部は、前記照明器具の劣化状況を含
む電力供給系統の情報を通信路を介して外部に送信するものを含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、照明器具の長期間使用時の内部劣化を容易に検出し、確実に照明器具
の点検、交換等の対応を可能にする配電システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る配電システムの全体構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１の配電システムにおける直流系機器ユニットおよび電力変換部の構
成を示す構成図
【図３】実施の形態１の配電システムにおけるＬＥＤ照明端末の構成を示す構成図
【図４】実施の形態２の配電システムにおけるＬＥＤ照明端末の構成を示す構成図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本実施の形態では、照明器具として、ＬＥＤ光源を備えたＬＥＤ照明端末を使用する場
合を想定し、ＬＥＤ照明端末に直流電力を供給する配電システムの構成例を説明する。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態に係る配電システムの全体構成を示すブロック図である。
【００２０】
　本実施の形態に係る配電システムは、分電盤１００に設けられた直流系機器ユニット１
１０、電力変換部１２０、主幹ブレーカ１３０と、電力源としての商用交流電力１４０、
太陽電池１５０、燃料電池１６０、二次電池１７０とを備える。
【００２１】
　電力変換部１２０は、交流電力から直流電力への電力変換、直流電力の電圧変換を行う
ものである。電力変換部１２０には、主幹ブレーカ１３０が接続され、この主幹ブレーカ
１３０を介して商用交流電力１４０が接続される。また、電力変換部１２０には、直流電
力を供給する太陽電池１５０、燃料電池１６０、二次電池１７０が並列に接続されている
。電力変換部１２０は、直流給電路１２１によって直流系機器ユニット１１０と接続され
る。
【００２２】
　直流系機器ユニット１１０は、直流電力配電部として機能するものであり、電力変換部
１２０からの直流電力を電気機器に供給し、電気機器の状態監視、電源制御等を行うもの
である。直流系機器ユニット１１０には、情報入力用端末１８０が接続され、情報入力用
端末１８０からの各種情報、操作指示を入力するようになっている。情報入力用端末１８
０は、屋内の壁等に取り付けられた操作スイッチ、可搬型のリモコンなど、各種操作手段
により構成され、有線または無線の通信路を介して直流系機器ユニット１１０との間で信
号の送受を行う。
【００２３】
　また、直流系機器ユニット１１０は、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク通信路１９０と
接続され、ネットワーク通信路１９０を介して外部装置と情報の送受信を行うようになっ
ている。
【００２４】
　直流系機器ユニット１１０には、直流給電を行う電気機器として、照明器具の一例であ
るＬＥＤ照明端末２００が一つまたは複数接続される。直流系機器ユニット１１０および
ＬＥＤ照明端末２００の構成については後述する。
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【００２５】
　図２は実施の形態１の配電システムにおける直流系機器ユニットおよび電力変換部の構
成を示す構成図である。
【００２６】
　電力変換部１２０は、商用交流電力１４０からの交流電力を直流電力に変換するＡＣ／
ＤＣコンバータ１２２と、各電力源を連携して直流給電路１２１に直流電力を供給する連
携制御部１２３とを備えている。連携制御部１２３は、太陽電池１５０の制御部１５１、
燃料電池１６０の制御部１６１、二次電池１７０の制御部１７１、並びに直流系機器ユニ
ット１１０の制御回路部１４と接続され、各電力源からの直流電力を連携させて直流給電
路１２１に直流電力を供給する。
【００２７】
　直流系機器ユニット１１０は、電圧検出部１１、電流検出部１２、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ１３、制御回路部１４、リレー１５、情報系機器ユニット１６、通信部１７を備える。
直流系機器ユニット１１０の直流電力入力端２１には、正側給電路にヒューズ２２の一端
が接続される。ヒューズ２２の他端には、電圧検出部１１とＤＣ／ＤＣコンバータ１３と
が並列接続され、さらに電流検出部１２の一端が直列接続される。電流検出部１２の他端
には、リレー１５のスイッチ２８の一端が接続され、スイッチ２８の他端にヒューズ２３
の一端が接続され、ヒューズ２３の他端が直流電力出力端２４と接続される。
【００２８】
　ここで、電流検出部１２および制御回路部１４が劣化状況検出部の機能を実現する。ま
た、情報系機器ユニット１６および通信部１７が情報送信部の機能を実現する。
【００２９】
　直流系機器ユニット１１０の直流電力出力端２４は、直流給電路１１１によってＬＥＤ
照明端末２００Ａと接続される。また、直流系機器ユニット１１０は、情報系機器ユニッ
ト１６が接続される通信ライン１１２によってＬＥＤ照明端末２００Ａと接続される。図
示例では、ＬＥＤ照明端末として、ＬＥＤ照明端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２０
０Ｄの４つの照明端末が接続された例を示している。
【００３０】
　電圧検出部１１は、直列接続された抵抗Ｒ１、Ｒ２による抵抗分圧回路２５と、Ａ／Ｄ
変換器２６とを有する。電圧検出部１１は、直流系機器ユニット１１０の入力部に配置さ
れ、入力される直流電力の電圧を抵抗分圧回路２５にて検出し、検出電圧値をＡ／Ｄ変換
器２６にてアナログ値からデジタル値に変換して制御回路部１４に出力する。なお、制御
回路部１４の電圧検出入力部にＡ／Ｄ変換器を設けてもよい。
【００３１】
　電流検出部１２は、正側給電路に直列接続された抵抗Ｒ３と、抵抗Ｒ３の両端電圧を増
幅する増幅部２７とを有する。抵抗Ｒ３としては、高周波使用時の寄生インダクタンス成
分を低減可能なように、低い抵抗値のものを用いる。電流検出部１２は、直流系機器ユニ
ット１１０の入力部に配置され、抵抗Ｒ３の両端電圧を増幅部２７にて増幅し、増幅部２
７に設けたＡ／Ｄ変換器にてアナログ値からデジタル値に変換して制御回路部１４に出力
する。なお、制御回路部１４の電流検出入力部にＡ／Ｄ変換器を設けてもよい。
【００３２】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、直流電力の電圧変換を行うもので、制御回路部１４への
直流電圧電源を生成し供給する。この際、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は、入力電圧が、誤
配線等で定格電圧を超える異常電圧が入力されても正常に動作する。ただし、想定外の異
常電圧では、ＤＣ／ＤＣコンバータ１３は動作停止する。
【００３３】
　リレー１５は、機械式リレー、または光学式絶縁半導体リレー、またはＭＯＳ　ＦＥＴ
等により構成される。図では機械式リレーの例を示している。リレー１５は、制御回路部
１４からの開閉指示に従って、スイッチ２８をオンまたはオフすることにより、ＬＥＤ照
明端末への直流電力の供給のオン／オフを行う。
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【００３４】
　制御回路部１４は、プロセッサおよびメモリを有するマイクロコンピュータ等により構
成され、所定のプログラムを実行することにより、電力供給制御、負荷の電気機器の状態
監視等に関する各種処理を行うものである。制御回路部１４は、電力変換部１２０の連携
制御部１２３、情報入力用端末１８０、情報系機器ユニット１６と通信路を介して接続さ
れる。
【００３５】
　直流系機器ユニット１１０の直流電力入力端２１に異常電圧が印加継続された場合、電
圧検出部１１は異常電圧を検出し、異常電圧値を制御回路部１４に出力する。制御回路部
１４は、電圧検出部１１から取込んだ検出電圧値が異常である場合、リレー１５に開指示
を送ってスイッチ２８を開状態にする。これにより、ＬＥＤ照明端末の負荷への給電路を
開にし、ＬＥＤ照明端末への異常電圧印加を防止する。
【００３６】
　制御回路部１４は、電圧検出部１１から取込んだ検出電圧値が正常である場合、リレー
１５に閉指示を送ってスイッチ２８を閉状態にし、ＬＥＤ照明端末の負荷への給電路を閉
じる。リレー１５のスイッチ２８を閉じた直後に、給電路には突入電流が流れるため、こ
のとき、制御回路部１４は電流検出部１２から取込んだ値から検出電流値を算出する。検
出電流値Ｉは、下記式より求められる。
　　Ｉ＝（Ｖ１－Ｖ２）／Ｒ３
　ここで、Ｖ１－Ｖ２は抵抗Ｒ３の両端電圧、Ｒ３は抵抗値である。
【００３７】
　制御回路部１４は、算出した突入電流の検出電流値に応じて、ＬＥＤ照明端末の状態を
認識する。
【００３８】
　情報系機器ユニット１６は、制御回路部１４からの指示に基づいて制御信号を出力し、
接続されたＬＥＤ照明端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄの制御を行うもので
ある。制御信号としては、トライアック調光方式、ＰＷＭ調光方式、アナログ調光方式等
に対応する信号とする。情報系機器ユニット１６は、ＬＥＤ照明端末への直流電力供給時
に、その電力供給系統にある複数のＬＥＤ照明端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２０
０Ｄを同時に点灯させた後、通信ライン１１２を用いて制御信号を送信して各照明端末の
点灯制御を行う。これにより、必要なＬＥＤ照明端末の点灯、消灯、調光が可能となる。
【００３９】
　通信部１７は、有線または無線の通信機能を有し、ネットワーク通信路１９０を介して
、外部装置との間で情報の送受信を行うものである。
【００４０】
　図３は実施の形態１の配電システムにおけるＬＥＤ照明端末の構成を示す構成図である
。ＬＥＤ照明端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄは、それぞれ、光源としての
ＬＥＤ４１、電解コンデンサ４２、温度センサ４３、制御部４４を備える。電解コンデン
サ４２は、ＬＥＤ照明端末の電源部の平滑回路用として使用されるものである。制御部４
４は、直流系機器ユニット１１０から送られる制御信号に基づいて、ＬＥＤ４１の出力電
力（発光量）を変化させて照明光の発光を制御する。
【００４１】
　次に、本実施の形態における配電システムの動作について説明する。
【００４２】
　ＬＥＤ照明端末２００Ａ～２００Ｄ（以下、代表してＬＥＤ照明端末２００と記載する
）への電力供給系統としては、商用交流電力１４０からの系統と二次電池１７０からの系
統の２系統ある。そこで、ＬＥＤ照明端末２００への電力供給としては、商用交流電力１
４０からと二次電池１７０からのどちらからの供給も可能とする。
【００４３】
　二次電池１７０への充電は、ＣＯ２を排出しない自然エネルギーである太陽電池１５０
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および燃料電池１６０にて行う。太陽電池１５０および燃料電池１６０の故障等で、二次
電池１７０への充電ができない場合は、商用交流電力１４０からの充電も可能とする。
【００４４】
　例えば、ＬＥＤ照明端末２００への電力供給を行う際に、二次電池１７０からの電力供
給が十分に行える場合は、二次電池１７０を優先的に用いることによって、省エネルギー
効果を高めることができる。また、補助的なケースとして、商用交流電力１４０が停電に
より供給停止した場合、二次電池１７０からＬＥＤ照明端末２００への電力供給を行う。
【００４５】
　直流系機器ユニット１１０の情報系機器ユニット１６は、情報入力用端末１８０からの
操作指示を制御回路部１４を介して受信し、ＬＥＤ照明端末２００へ制御信号を送信して
ＬＥＤ照明端末２００の点灯、調光、消灯制御を行う。また、情報系機器ユニット１６は
、情報入力用端末１８０から予め点灯したい時間情報、消灯したい時間情報を制御情報と
して受信し、この制御情報の指示に従って、ＬＥＤ照明端末２００へ制御信号を送信して
対応する時間に点灯、調光、消灯を行う。
【００４６】
　ＬＥＤ照明端末２００は、使い続けるうちに、周囲温度、湿度、電源電圧の変動、点滅
頻度等の使用環境により、内部劣化が起こる。点検、交換を行わずにＬＥＤ照明端末２０
０を長期間使い続けると、故障等による不具合が生じるおそれがある。本実施の形態は、
ＬＥＤ照明端末２００の劣化状況を検出して寿命による不具合の発生を未然に防止するも
のである。
【００４７】
　ＬＥＤ照明端末２００の長期間使用時の劣化状況、即ち寿命というのは、ほとんど電源
部の電解コンデンサ４２が起因となる。電解コンデンサ４２の経時劣化は、封口体から電
解液が除々に透過し、容量減少、損失ｔａｎδの増加という劣化過程を経て、コンデンサ
の寿命（ライフエンド）、すなわち劣化故障が終局段階として起こる。
【００４８】
　各ＬＥＤ照明端末２００に搭載されている電源平滑用の電解コンデンサ４２の容量は、
劣化するに従って減少する。この容量減少に伴い、電源投入時の突入電流（ピーク値、波
頭値、および波尾長）も減少する。この電解コンデンサの特性を利用し、直流系機器ユニ
ット１１０は、制御回路部１４において、電源投入時の突入電流を検出し、検出電流値の
減少量によってＬＥＤ照明端末２００の劣化状況として把握する。最終的に、直流系機器
ユニット１１０は、劣化判断として、突入電流の初期値と現在の計測値との差が基準値を
下回ったときにＬＥＤ照明端末２００が劣化したと判断する。
【００４９】
　突入電流の初期値は、ＬＥＤ照明端末２００の初期設置および交換設置した時、最初に
計測する電解コンデンサ４２に流れる突入電流のピーク値、波頭値、および波尾長のこと
である。
【００５０】
　突入電流を計測するにあたり、現在の計測値および初期値は、下記計測条件を満足する
こととする。
【００５１】
　（１）ＬＥＤ照明端末の電解コンデンサに電荷が残っていないこと。
　通常点灯時、ＬＥＤ照明端末２００のスイッチを瞬時にオフ／オンした場合は、直流系
機器ユニット１１０の制御回路部１４において、突入電流が小さく検出され、劣化と判定
してしまうことがある。これは、電解コンデンサ４２に電荷が残っているためである。よ
って、制御回路部１４は、このような場合の突入電流の計測値を採用しない。具体的には
、電解コンデンサ４２が完全に放電する時間を例えば２秒以上とし、この時間内にＬＥＤ
照明端末２００が瞬時にオフ／オンされた場合は、突入電流の計測値を採用しないように
する。ここで、ＬＥＤ照明端末２００のスイッチの切り替えは、情報入力用端末１８０か
らの操作指示または制御回路部１４からの制御指示に基づき、情報系機器ユニット１６か
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らの制御信号によって行われる。
【００５２】
　（２）ＬＥＤ照明端末の内部温度を考慮して突入電流を計測すること。
　アルミ電解コンデンサの容量値は、高温になると静電容量は大きくなり（２０°Ｃ→５
０°Ｃの変化で１０５％～１１０％になる）、低温になると小さくなる（２０°Ｃ→０°
Ｃの変化で９０％～９７％になる）傾向にある。ＬＥＤ照明端末２００が点灯し、照明端
末の内部温度が約２０ｄｅｇ上昇した場合、照明端末の周囲温度が２０°Ｃの時、内部温
度は４０°Ｃとなる。このとき、電解コンデンサ４２の容量が数％増加し、その結果、突
入電流の検出電流値も増加する。
【００５３】
　そこで、ＬＥＤ照明端末２００の内部温度の影響を取り除くために、直流系機器ユニッ
ト１１０の制御回路部１４は、ＬＥＤ照明端末２００の電源切断から電源投入までの時間
が１時間以上経過したときの突入電流の計測値を採用する。つまり、ＬＥＤ照明端末２０
０への電力供給停止から所定時間以内に再度電力供給開始された場合の突入電流の計測値
を除外する。また、２４時間点灯するＬＥＤ照明端末に対しては、ＬＥＤ照明端末２００
の内部温度を端末内蔵の温度センサ４３にて計測し、制御回路部１４において温度補正を
かけた突入電流の計測値を算出し、この補正後の計測値を用いることにより、正確性を図
る。
【００５４】
　（３）ＬＥＤ照明端末の入力電圧が定格電圧範囲内であること。
　ただし、定格電圧の範囲内でも突入電流の計測値が変動するので、制御回路部１４は、
ＬＥＤ照明端末２００への入力電圧として、電圧検出部１１の検出電圧値を取り込み、突
入電流による劣化判定基準値を補正する。
【００５５】
　仮に、ＬＥＤ照明端末２００の入力電圧が定格電圧範囲外であることを検出すると、制
御回路部１４は、そのときの突入電流の計測値を採用せず、異常電圧として検出し、かつ
電力をＬＥＤ照明端末２００に供給しないようにする。これにより、ＬＥＤ照明端末２０
０への異常電圧印加を防止する。また、制御回路部１４は、異常電圧の情報（入力電圧異
常）を通信部１７より出力し、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク通信路１９０を経由して
外部（システム管理者、使用者）に知らせる。入力電圧異常の情報を受けると、システム
管理者は、使用者からの依頼により点検、および復帰作業を実施する。
【００５６】
　また、供給電力の異常としては、過負荷、負荷ショート等による異常電流もある。過負
荷の判断基準としては、負荷に流れる電流が定格以上、かつ５００ｍｓ以上継続して流れ
たときとする。負荷ショートの判断基準としては、負荷に流れるピーク電流が、初期の突
入電流値以上流れたときとする。このような異常電流が発生した場合も、制御回路部１４
は、そのときの突入電流の計測値を採用せず、異常電流として検出し、かつ電力をＬＥＤ
照明端末２００に供給しないようにする。これにより、ＬＥＤ照明端末２００への異常電
流印加を防止する。また、制御回路部１４は、異常電流の情報（出力電流異常）を通信部
１７より出力し、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク通信路１９０を経由して外部（システ
ム管理者、使用者）に知らせる。出力電流異常の情報を受けると、システム管理者は、使
用者からの依頼により点検、および復帰作業を実施する。
【００５７】
　直流系機器ユニット１１０の制御回路部１４は、ＬＥＤ照明端末２００の劣化判定基準
値として、電解コンデンサ４２の容量が初期値と比較して５０％減少した時の、突入電流
の電流ピーク値、波頭値、波尾長を用いる。
【００５８】
　具体的には、
　１）突入電流の電流ピーク値が、初期値に対して４０％減少
　２）突入電流の波頭値が、初期値に対して２５％減少
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　３）突入電流の波尾長が、初期値に対して３０％減少
の各値を基準値として用いる。ここで、制御回路部１４は、３項目中の少なくとも１項目
、すなわち、３項目中１項目または３項目中２項目または３項目全て該当したら、ＬＥＤ
照明端末２００の電解コンデンサ４２が劣化したと判断する。
【００５９】
　なお、制御回路部１４において、ＬＥＤ照明端末の劣化判定基準値、異常電圧の基準値
、異常電流の基準値など、状況判断に用いる各種基準値は、ネットワーク通信路１９０を
介して外部から入力し、適宜変更を行うことも可能である。
【００６０】
　制御回路部１４は、劣化判定したＬＥＤ照明端末２００に対し、下記動作を実施する。
まず、制御回路部１４は、情報系機器ユニット１６から制御信号を出力して劣化したＬＥ
Ｄ照明端末２００を消灯する。また、制御回路部１４は、ＬＥＤ照明端末２００の劣化情
報を通信部１７より出力し、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク通信路１９０を経由して外
部（システム管理者、使用者）に知らせる。ＬＥＤ照明端末の劣化情報を受けると、シス
テム管理者は、使用者からの依頼により点検を実施し、寿命による劣化であれば、ＬＥＤ
照明器具２００の交換作業を実施する。一方、寿命による劣化以外の要因であれば、異常
要因を特定し対策を実施する。
【００６１】
　本実施の形態によれば、直流系機器ユニット１１０は、電源投入時、すなわち直流電力
の供給開始直後の突入電流の検出によって、ＬＥＤ照明端末２００の劣化状況を容易に把
握することができる。また、直流系機器ユニット１１０は、電力供給時の異常電圧、異常
電流を検出し、過電圧、過電流等の異常を把握できる。また、直流系機器ユニット１１０
は、二次電池１７０の放電容量、充電容量、残量等、太陽電池１５０の発電容量、異常情
報等、燃料電池１６０の発電容量、異常情報等の各情報を、通信線を介して連携制御部１
２３より受信し、把握できる。また、直流系機器ユニット１１０は、商用交流電力１４０
からの電力量の情報についても連携制御部１２３より受信し、把握できる。そして、直流
系機器ユニット１１０は、これらの情報を通信部１７より出力し、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネ
ットワーク通信路１９０を用いて、外部に送信して通知できる。
【００６２】
（実施の形態２）
　実施の形態２は、上述した実施の形態１において、ＬＥＤ照明端末２００の構成を変更
し、直流系機器ユニット１１０の制御回路部１４の動作を一部変更した例である。ここで
は実施の形態１と異なる点を中心に説明し、実施の形態１と同様の部分については説明を
省略する。直流系機器ユニット１１０の構成は、図２に示した実施の形態１と同様である
。
【００６３】
　図４は実施の形態２の配電システムにおけるＬＥＤ照明端末の構成を示す構成図である
。ＬＥＤ照明端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄは、それぞれ、図３の実施の
形態１の構成に加えて、スイッチ４５、制御電源変換部４６を備える。
【００６４】
　スイッチ４５は、制御部４４からの制御に従って光源のＬＥＤ４１への給電路をオン／
オフするものである。制御電源変換部４６は、ＬＥＤ照明端末２００に供給される直流電
力の電圧変換を行い、制御部４４に対する電源供給を行うものである。なお、制御電源変
換部４６は、図３の実施の形態１において設けてもよい。
【００６５】
　同一電源に接続された複数のＬＥＤ照明端末には、各々同様な電源ストレスおよび熱ス
トレスがかかっていると判断できる。本実施の形態は、同一電源からの電力供給経路に接
続されているＬＥＤ照明端末全てに対し劣化検出を行うものである。
【００６６】
　直流系機器ユニット１１０からの同一系統の給電路に接続されているＬＥＤ照明端末２
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００Ａ～２００Ｄに対し、情報系機器ユニット１６は、検出対象以外のＬＥＤ照明端末の
電解コンデンサ４２に突入電流が流れないように制御部４４に制御信号を与える。
【００６７】
　例えば、ＬＥＤ照明端末２００Ａの劣化状況を検出する場合、情報系機器ユニット１６
は、他のＬＥＤ照明端末２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄの制御部４４にスイッチオフ信号
を与える。スイッチオフ信号が入力された制御部４４は、自端末のスイッチ４５をオフす
る。また、情報系機器ユニット１６は、検出対象のＬＥＤ照明端末２００Ａに対しては、
制御部４４にスイッチオン信号を与える。スイッチオン信号が入力された制御部４４は、
自端末のスイッチ４５をオンする。これにより、直流系機器ユニット１１０の制御回路部
１４は、ＬＥＤ照明端末２００Ａの電解コンデンサ４２に流れる突入電流を計測し、劣化
状況を判断する。
【００６８】
　そして、直流系機器ユニット１１０は、上記動作を同一系統の給電路に接続されている
ＬＥＤ照明端末の台数分繰り返して実施することにより、この給電路に接続されているＬ
ＥＤ照明端末全てに対して個別に劣化状況を検出することができる。また、異なる系統の
給電路に接続されているＬＥＤ照明端末に対して上記動作を実施し、複数系統のＬＥＤ照
明端末全てについて劣化状況を検出することも可能である。
【００６９】
　ここで、他のＬＥＤ照明端末に比べて、劣化が早いＬＥＤ照明端末が存在する場合を想
定する。この場合、劣化が早いＬＥＤ照明端末に対して、直流系機器ユニット１１０の情
報系機器ユニット１６より、調光指示を与えて、ＬＥＤの出力電力（発光量）を絞って劣
化を促進させないように点灯動作を継続することができる。
【００７０】
　それでもＬＥＤ照明端末の劣化が促進されるようであれば、直流系機器ユニット１１０
は、ネットワーク通信路１９０を経由して外部（システム管理者、使用者）に知らせる。
ＬＥＤ照明端末の劣化情報を受けると、システム管理者は、使用者からの依頼により点検
を実施し、寿命による劣化であれば、ＬＥＤ照明器具２００の交換作業を実施する。一方
、寿命による劣化以外の要因であれば、異常要因を特定し対策を実施する。
【００７１】
　本実施の形態によれば、直流系機器ユニット１１０は、検出対象のＬＥＤ照明器具のみ
に電力供給を行って突入電流を測定し、ＬＥＤ照明端末の劣化状況を容易に把握すること
ができる。
【００７２】
　なお、上述した実施の形態では、電力供給する負荷としてＬＥＤ照明端末を用いた構成
の例を説明したが、本発明はこれに限定されず、他の照明器具など、各種の電気機器にも
適用可能である。
【００７３】
　上述したように、本実施の形態によれば、直流系機器ユニットにおいて、照明器具を含
めた電気機器の寿命に影響が大きい電解コンデンサの容量減少および容量抜けを検出して
劣化状況の検出、判断をすることができる。また、検出した電気機器の劣化状況の情報を
使用者または管理者に知らせることが可能となる。この結果、長期間使い続けて内部劣化
が生じ、寿命が到来した照明器具に対し、確実に点検、交換等の対応を図ることができ、
照明器具の長期使用時に生じる不具合を防止できる。
【００７４】
　本発明によれば、照明器具の劣化状況を検出する劣化状況検出部を備えることで、照明
器具の長期間使用時の劣化を容易に検出し、確実に照明器具の点検、交換等の対応を可能
にできる。
【００７５】
　また、劣化状況検出部において、照明器具に対して供給する直流電力の供給開始直後に
流れる突入電流の値に基づき、照明器具の劣化状況を検出することで、機器の使用条件に
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影響を受けることなく、簡単な構成で、精度良く劣化状況を検出できる。
【００７６】
　また、劣化状況検出部において、突入電流の初期値と現在の計測値との差が所定の基準
値を下回ったときに、照明器具が劣化したと判断することで、確実に照明器具の劣化状況
を判断できる。
【００７７】
　また、劣化状況検出部において、照明器具に対して異常値の電力が供給された場合、照
明器具への電力供給が所定時間内にオフ／オンされた場合、照明器具への電力供給が停止
して所定時間以内に再度電力供給が開始された場合の突入電流の計測値を除外する。これ
により、照明器具の劣化以外の要因で突入電流が変化する場合を除外し、誤判断を防止で
きる。なお、供給電力の異常としては、電力源からの定格電圧範囲外の異常電圧、過負荷
、負荷ショート等による異常電流等が挙げられる。
【００７８】
　また、直流電力配電部において、照明器具の劣化状況を検出する際に、検出対象の照明
器具のみに直流電力を供給し、他の電気機器に対する直流電力の供給を停止することで、
各照明器具に対して個別に劣化状況の判断が可能となる。また、劣化した照明器具を確実
に判定できる。
【００７９】
　また、直流電力配電部において、照明器具の動作を制御する制御信号を照明器具に対し
送信する情報送信部を備えることで、照明器具の点灯、消灯、調光等の制御を行うことが
できる。
【００８０】
　また、情報送信部において、照明器具の劣化状況を含む電力供給系統の情報を通信路を
介して外部に送信することで、照明器具の劣化状況の情報をシステム管理者、使用者等に
通知できる。これにより、寿命が到来した照明器具に対し、確実に点検、交換等の対応を
図ることができ、照明器具の長期使用時に生じる不具合を防止できる。
【００８１】
　なお、本発明は、本発明の趣旨ならびに範囲を逸脱することなく、明細書の記載、並び
に周知の技術に基づいて、当業者が様々な変更、応用することも本発明の予定するところ
であり、保護を求める範囲に含まれる。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記実施
形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１１　電圧検出部
　１２　電流検出部
　１３　ＤＣ／ＤＣコンバータ
　１４　制御回路部
　１５　リレー
　１６　情報系機器ユニット
　１７　通信部
　２１　直流電力入力端
　２２、２３　ヒューズ
　２４　直流電力出力端
　２５　抵抗分圧回路
　２６　Ａ／Ｄ変換器
　２７　増幅部
　２８　スイッチ
　４１　ＬＥＤ
　４２　電解コンデンサ
　４３　温度センサ
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　４４　制御部
　４５　スイッチ
　４６　制御電源変換部
　１００　分電盤
　１１０　直流系機器ユニット
　１１１　直流給電路
　１１２　通信ライン
　１２０　電力変換部
　１２１　直流給電路
　１２２　ＡＣ／ＤＣコンバータ
　１２３　連携制御部
　１３０　主幹ブレーカ
　１４０　商用交流電力
　１５０　太陽電池
　１５１　制御部
　１６０　燃料電池
　１６１　制御部
　１７０　二次電池
　１７１　制御部
　１８０　情報入力用端末
　１９０　ネットワーク通信路
　２００、２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄ　ＬＥＤ照明端末
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３　抵抗
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